
 

議会運営委員会会議録 
 

１ 日  時  令和７年７月１１日（金） 

 会議時間    １１時００分開会 １１時５４分閉会 

 

２ 会議場所  役場３階 第１委員会室 

 

３ 出席議員  委員長：橋本晃明 

        委 員：只野敏彦、田村幸紀、川上 均、深沼達生（欠席） 

        議 長：山下清美 

 

４ 事 務 局  事務局長：大尾 智、次長兼総務係長：宇都宮 学 

 

５ 議  件 

（１）議会活性化について 

（２）その他 

 

６ 会議内容   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

  



議会運営委員会 【開会 １１：００：閉会 １１：５４】 令和７年７月１１日 

 
 

【開会 １１：０５】 

 

（１）議会活性化について 

 
委員長(橋本晃明)：これから本日の議会運営委員会を開催する。今日は先日行った意向調査の

紙に書いていただいた部分と、それから、それをベースにした本人からのヒアリン

グの結果について、皆さんとこの会議で共有したいと思う。皆さんのお手元には、

横版の意向調査の集計結果があると思う。それから、お１人お１人の意向調査の結

果、記入していただいた部分と、ヒアリングでお聞きした部分を要点まとめて載せ

たものが配られていると思う。お１人お１人についてざっと説明して参りたいと思

う。まず、議席番号順だが、山本議員について、定数は現状維持。理由としては、

１人当たりの担当人口が増えるためというのは、削減すれば増えるので、細かな課

題が議会に反映されにくくなる。これも削減した場合にはということであるが、多

様な意見が出にくくなってしまうと。それから、政治参加のハードルが上がると。

選挙がより厳しくなって、若者・女性・新人の立候補が難しくなるのではないかと

いうこと。ただ減らせばいいということではなくて、議員の質の向上や、議会の役

割の再定義、住民との距離感の維持などをセットにして議論したらよいのではない

かということである。議員報酬については増額で手取り 30万円、これ月給 40万円

に社会保険、税金控除など引いたら、こうなるのではないかというところ。それと、

日本の正社員の平均年収が 530万円で、北海道が 500万円、それと同じようなレベ

ルであるべきではないかということ。そして、役場職員の同年代と同じレベル。そ

して、課長と議論していくためには、課長職と同じぐらいの報酬が必要ではないか

ということと。専業でやっていける人に払える金額で、なり手不足を解消したいと

いうこと。政務活動費については、１万円ぐらいあったらよいのではないかという

ことで、これは平均支給月額、交付している団体の月額を参考にされているという

ことである。その他にヒアリングしていく中で、このことについて皆さんで話がし

たいと。それから報酬を、上げるために定数を減らすということではなくて、まず

必要な報酬というものについて考えた上で、その上で定数をどうするかというのは、

後からでも良いのではないかという考え方を伺がった。 

次、田村議員であるけども、ヒアリングの段階では、定数については現状維持、

これについては少数精鋭で質が上がるのであれば削減はＯＫかもしれないがという

ようなことを、政策立案能力やアウトプットできる能力を備えた議員であれば少数

でもよいのではないかということで、削減するなら、１減の「12」ではなくて「11」

かというところであるが、条件つきみたいな形になっているが、ヒアリングした段

階でも、この調査の段階でも現状維持ということで、報酬については増額で、最低

でも、前回の試算以上が必要であろうと。サラリーマンをやめて議員としてはこの

金額ではやっていけないということである。行革による削減以前のレベルまでには

まず戻すべきではないかということである。政務活動費については２万円で、ただ、

どうしても必要ということではないということである。その他としては、質の高い

議員というのは、どういう意味を指すかという部分について、その次のページにも

いろいろこう書かれているが、単にその議会のルールがわかっているというだけで

はなくて、町のためにというようなことが一番重要であろうと。 
只野議員であるけれども、これは議員定数については２人削減と。13人に減らし

てからもう 20年が経っているので、当時の人口１万に比べれば今 8,600 万人台に減

ってしまっていると。それから、１万人以上いる町でも 11人で問題なくやっている

ところもあるというお話である。報酬については増額で、望ましい金額としては 21

万 5,000 円ということである。政務活動費については不要。 



川上議員であるけれども、議員定数については現状維持。前回の議員定数と報酬に

ついて検討した中で、そのことを踏まえた上で定数と報酬については回答いただいて

いる。議会が本来持つべき多様な意見の反映や行政のチェック機能というものを低下

させることに繋がるので、削減は望ましくないということ。メリットとデメリット両

方を指摘されていたけどもデメリットが大きいと。議員報酬については、増額で前回

の検討結果試算に基づいた数字を出されている。政務活動費については２万円かなと

いうところで、これは本人いらっしゃるのであれであるけども、当初の調査にはなか

ったが聞き取りのときに発言されていた。 
次、中河議員であるけれども、定数については現状維持か若しくは増加、増員であ

るか。ということで定数減にするということは、議員の存在そのものを否定すること

に繋がるのではないかというご意見である。それから議員報酬については増額で議員

で生活していけるぐらいの金額が必要ではないかということである。政務活動費につ

いても１万円ぐらいあったら、ただどうしても必要というものではないというような

ことである。 
次、鈴木議員である。鈴木議員は 11人から 12人の議員定数が望ましいのではない

かということである。議員報酬についても 20万円から 22万円に増額ということであ

るが、政務活動費については不要。ただ議員の資質向上とセットにしないと、定数

減・報酬増というのはなかなか議論しにくいのではないかというようなお考えであっ

た。 

次、橋本議員であるけども、議員定数削減。多様な議員による議会構成は望ましい

と思うが、何をもって多様なというところもあるので、そこは、単純に現状維持とい

うことではなくて議員の数というものを考えていったらどうかと思っている。議員報

酬については、増額しないと。若い人の関心を寄せてもらうということには繋がらな

いのかなと言っている。政務活動費については、チェックの仕方が難しいので不要と

考えている。 
桜井議員である。桜井議員は、定数は現状維持で、議員報酬については 20万円まで

増額する。報酬については、人口とかも考えながら将来のなり手を考えて、十勝の平

均以上にはすべきではないかというご意見である。政務活動費については不要という

ことである。 

佐藤議員であるけども、人口は減少をしているけれども、全町的な立場で考えれば

現状維持が適当ではないかと。それから、18人から 13人にしたのは削減幅が大きかっ

たかなという感想であった。議員報酬については 25万円まで増額したら良いのではな

いかということである。若い人が議員になるという難しさというのを考えるべきでは

ないかと。政務活動費については不要ということである。 
西山議員であるけども、議員定数については、人口が減っていくという中で、町民

から削減すべきという声が多かったというお話である。議員報酬については、定数を

削減する代わりに増額して 30万円まで持っていこうということである。政務活動費に

ついては、領収書の審査を厳格にするという条件があれば１万円までというお話であ

る。 
中島議員であるけども、議員定数については現状維持で委員会活動を行う上では、

現状の議員数を減らすべきではないと。議員報酬については、手取りが 25万円以上に

なるように、段階的に増額していったらいいのではないかということである。政務活

動費については不要ということである。 
深沼議員であるけども、議員定数は１名から２名の減ということで、平成 19年頃か

ら定数変わってないけども、人口はその当時は１万人以上いたけども今大幅に減って

いると言うことである。報酬については 19万 8,000円に増額となっているが、現状管

内で下から３番目へということで、ただ、報酬を上げるのには定数削減が必要ではな

いかというご意見である。 
山下議員であるけども、定数は２名削減。人口が大きく減少しているというところ

で、今この時点で定数減は行うべき時期ではないかということ。それから 11名でも、

議会運営をやっているところもあるというところである。議員報酬については、これ



は議長会で目標設定している数字が理事者報酬の 47％ということもあり、それを尊重

したいというご意見であった。政務活動費については、不要であるということである。

これが一応文書による意見の意向調査と、それからその後のヒアリングについてまと

めたものである。 
只今説明したところで、皆さんの声を受けて、それを今手元にもあるけどもそれを

見た後で、今後の検討の進め方にも関わるものであるので、皆さんから、聞いた上で

のわからないところ、或いは聞いた上での意見があれば出していただきたいと思う。

それと、もう１枚、これは皆さん大体はわかっていらっしゃるかと思うが、議員報酬

についてのこれまでの、改正の経過についてこれ事務局のほうから説明する。 
 

議会事務局長(大尾 智)：これは今までの経過である。今の金額になったのは平成 20年度から

だが、その前、平成 15 年から段階的に３段階で下げて、その間特別加算を廃止したり、

今は役場の職員だと職によって補佐とか係長とか課長の職によって加算があるが、そ

れは今は条例上の条項を廃止したのでその加算は現在なくなっているが、それを凍結

してきたという経過があって、平成 20年度を最後に、ずっと変わっていない。ただ、

期末手当の額が平成 30年ぐらいから増えたり減ったりはしているが、今は 4.65月、

ここ３年ぐらいは毎年上がっているような状況である。それで令和７年度のところに

赤字で書いてある通り、当時から比べると 13％台のそれぞれ議員の削減があるので、

今回のアンケートとか意向調査の中でも数字を書いていただいているが、21万円とか

という数字であると 20年前の数字に戻るだけなのでは、20年前の報酬のレベルなのか

なと。この間 20 年間職員の給料は戻ってはいるが、議員と理事者についてはずっと変

わっていないというところなので、なかなか今のそのなり手不足ということを考える

ところがあるのかと思う。 

 

委員長：平成 21 年から議員定数も削減しているし、また行財政改革プランでかなり厳しい行革

を行っていく中で、報酬も削減したわけだが、そのあとずっとそれがきているという

ことで、職員と同じように考えるべきものではないかなとは言いつつも、やはり 21万

1,000円というところから、行革のために下げたという部分を戻すかどうかということ

も含めて。それぞれの皆さんの意見がいろいろ出たことについての質疑の中で、それ

も加味して考えていただければと思う。先ほど説明した部分について、皆さんから何

か質問とかご意見とかあるか。 
 

川上委員：私は現状維持としたが、現状維持が７人、削減が６人ということで、削減について

は、まずは定数の話。鈴木委員は条件つきということで削減になっているんだけども、

その他の５人の委員の人たちの削減理由というのが、単なる人口比較だとか、町民の

声だとかという全く合理的な考えではない削減の理由である。そういう部分では説得

性がないというか、これはなかなか理由にならないのかなと私は感じた。それから、

議員報酬については、いろいろ考え方はあるが。前回に戻るか、それとも十勝標準方

式でやるのかを含めてやはり議論、全員増額が望ましいということなので、これは今

後深く議論するべきでないのかと私は思う。そういう部分では、今回現状維持が定数

的には多いし、議員報酬は増額が望ましいということなので、まずは議員報酬を中心

に議論した中で進めるのが私はベストかと思う。以上である。 
 
委員長：皆さんに伺いたいと思うが。 
 
只野委員：私は本当に議員になる前の町民の皆さんに挨拶を始めたときから、もう議員定数削

減は町民の声として非常に多かったので、一応、何回も言っているが、一番最初の全

員協議会でもそういう話をさせてもらった。ただ本当に、議員定数というか報酬を上

げるというのはもうこのご時世上げていかなければならないとは私は思っているけれ

ども、やはり議員定数を削減しないで報酬だけというのは町民感情としては非常に許



しがたいものがあるのではないかという感触は得ている。それで本当にこのあれを見

て、若い人が出やすいという環境を作るのであれば、報酬を 25万円まで上げて、そし

て、やはり議員定数削減は、定数を 11人にするという方向が、私はヒアリングのとこ

ろにいたものであるから、それが一番いいのかなという考えでいる。受け手いくと私

は、金報酬は 21 万 5,000円にしたのであるけども、本当に若い人が出やすいというと

ころであれば、400万円ぐらいまで年収ベースで持っていくのがいいのか、本当にもっ

と多く 30万円という声もあったけども、一応 25万円ぐらいが私は妥当なんではない

かと考えた。 
 
田村委員：私も皆さんの意見を聞いた上で、やはり自分の意見が強く出てしまうところあるが、

先ほど川上委員が言われていたのと意外と自分も考え方が近くて、何人削減するとい

う話をしたときにその理由は何であるかという時に、答えられるものがなかなかまだ

自分の中で見つけられないなと。皆さんのこの削減理由の中でも、見つけられないな

という部分があったのでこれは自分の意見でも書いたが、数の議論をする前に今の清

水町議会が、どういう機能を果たしているのかというところを強く外に町民の皆さん

に強く押し出せる。自然と町民の皆さんが関心を持ってこういう活動をしてるんだね

というところまで、持っていかないと。持っていくこと自体がアウトプット。先ほど

書いてあるけどアウトプットになってそこから今度逆にアウトカム、それに対して、

いやこうではないかというところまで引き出さなかったら、この数、プラスマイナス

というのはなかなか難しいかなというのが、議員定数のところでは思っている。なの

で、自分の中でもまだどうしたらいいかというのはまだ揺らいでいるところはあるが、

議員定数については、そういう考えの方が強い。議員報酬のほうは、引き上げるほう

がいいと思う。自分は前回の計算の方式に沿った形で１回計算をし直すっていうとこ

ろを、まずそれがベースになるかなと思ったのでそのほうがいいかなと思っている。

そしてその中で出てくる係数も出席日数が何日とかというのもあるが、議員として議

場に出席するだけが仕事ではなくて、それ以外の活動、あとはいろいろ研究したり考

えたりする時間というのもあるので計数自体も少し修正しなければならないなと思う

が、一応ベースはそれで１度やったほうが説明はできるかなと思った。自分の回答の

中では、サラリーマンが仕事を辞めて議員になるときに、果たしてこの金額でという

書き方もしたが、たたき台としては、前回の検討結果の計数を見直しつつ、やり直す

方が、説明責任は果たせるかなという部分はあった。以上である。 
 
委員長：今伺った中では、定数削減については削減する目的だとか、その効果についてなかな

か自分自身で納得できていないというようなことであるとか、根拠は明確でないとい

ったお話がある一方で、定数削減しないで報酬だけ上げるということについて、町民

から理解されているのかという部分と、検討してもこれは難しい問題というか、壁み

たいのがあるのかなと思うが、それぞれ削減しない・するという方に、そのそれぞれ

の反対の壁みたいなものについてのご意見あれば伺いたいと思う。 
 

川上議員：壁というか、議員定数と報酬はやはり切り離して考えるべきで、なぜセットにする

のか私はよくわからない。はっきり言って説明責任さえ伴えば別に削減する必要もな

いし、議員報酬についてはもう大方、町民の方は理解してもらえると思う。だからそ

のためのきちんとした理由づけをして、ただ単純に幾らぐらいがいいかなというので

は理由にはならないので。やはり標準方式できちんと積み上げた中で、先ほど田村委

員が言ったように、見えない活動の部分をどう加味していくかという難しい条件もあ

るけども、そこら辺プラスアルファしながら、前回の元の行革による削減前にプラス

アルファするのかどうなのかも含めて、今後議論を深めていかないと、なかなかこれ

は難しいのかなと思う。議員定数はもうさわらなくてもいいのかなと私は思う。以上

である。 
 



委員長：それは前も伺ったが、削減したほうがという声の中では、町民の理解が得られないの

ではないかという部分と、議員定数の理由ということに議員たる自分として納得がい

く部分というのが見つけられないということ、一方では削減しないままということで、

町民への説明をきちんとやっていけるかという部分と難しさがあると思うが。 
 

川上議員：先ほど言ったように削減理由に合理的な理由がないと。はっきり言って今までこの

残りの委員の人たちの、ただ人口だとか公約だとか、町民からそういう意見が出てい

るからというのは理由にはならないと思う。それこそ、そういうのは、町民に対して

きちんとそういう削減理由にならないものを提示すべきではないだろうし、削減しな

ければ納得してもらえないというのであれば、なぜ現状維持が必要なのかということ

をやはり町民に知らせるべき、知らしむべきだと思う。そういう部分の理由づけとい

うのをきちんとすれば別に、今回７人の意見、大まか大体集約すれば出てくると思う

ので、それは十分な説明責任になると思う。そういう部分ではきちんと説明できるか

どうかということを議論していかないと、ただ上辺だけの議論だけで進めていったら、

これはいつまでたっても結論が出ないのかなと私は思っている。 
 

委員長：田村委員はいかがか。町民から理解を得られるような、得られるというか、やはり町

民の声を無視してこの議員定数、報酬というのは決着しないと思うんで。削減理由に

挙げている方は、やはり町民からの声、それがどういう方の声かというのは、書かれ

ていないけども、やはり一般的にはそういうふうにとらえている方は、ある一定数い

るなというのは私も感じているが。町民に逆に現状維持というのが必要だということ

が説明できるかどうかというのが。 
 
田村委員：難しい。全くわからないが、町民の皆さんが議会は議員定数を削減すべきだという

ことは、それだけの働きをしていないだろうという見方をされている結果かなという

そういう部分もあるかなと思うので、削減したほうがいいと言われて削減をするとい

うことは、その考えを認めているという部分にもなってしまうので。いや違うんだよ、

こういう活動をしているし、これからはこう活動していくから削減ありきではないん

だよっていう説明ももしかしたら必要なのかなと。削減したほうがいいと思われるほ

うがむしろ悲しいかなという部分は…。人口割とかそういうのは除いた話だが。そう

いうところをまた積み上げていく必要が…。質と言ったらまた本当にふわっとしすぎ

ているが、そういうところの積み上げというのを改めてやり直すというところも大事

かなとは感じる。 
 

委員長：逆に、ここでそんな中身のことについて結論を出す場ではないが、今川上委員と田村

委員からは、町民への説明が必要であるということと、それから議員としての責務を

果たしていくためには、定数削減というのは自分からは、なんと言うか、ただ一方で

町民から定数削減すべきだという声があって、ただ逆に言うと、その中で自分として

は議員定数は何人が望ましいのかということは、町民に言われる・言われないかは別

に考える必要も当然あるんだろうなと思うが、只野委員その辺は、どのように考える

か。 

 

只野委員：私は本当に町民からそういう声が多かったというのは、全く一部であろうと、本当

に 100人・200人いるわけではないけど、10人程度はそういう考え方の人が私の周り

にはいるので。そして、そこに対して、本当に今これだけ必要なんだということも言

えない。13人居なければ駄目なんだということも言えないので、やはり、なおかつ、

やはり報酬も上げていきたいとなると、財政のことも考えたりすると、私が本当に 21

万 5,000 円というのを出したのは、２人削減すると、今まで 300万円ぐらいだったの

が上がることによってその差額がそんなに変わらないというのもあって、財政にも負

担をかけないという点もあったが。本当に 21万 5,000円ぐらいで若い人が本当に出た



いという気持ちになるかというと、そうはならないのかなと思って、皆さんの意見を

尊重してというのがあったので、川上委員が言われたように、それは報酬と定数は、

切り離して考えるべきだという考えもあるけど、私はやはり一体として考えていく部

分だと私は思っているので、その根拠として。11人にしたら報酬も上げてもいいんで

はないかという考えは財政的にもいいし、町民も、逆にその 13人でなかったらだめな

のかと言われると私は、どうなんだろうと。多様な声という声も皆さんにはあるけど

も。私は、割と声を聞いているほうだと思うんだけども、それで本当にずっとまだま

だ足りないぐらいかというとそうでもないので、11人でも全然やっていけるというふ

うに思っているので。支障がないと思っている。13人が 11になっても別に私は支障が

ないと思っているので。結局なってみないとわからないというところもあると思うが、

いろいろと兼務したりすることもできると思うので。 
 

川上委員：いや、なってみないとわからないとかそういう問題でなくて、言われたから減らせ

というんではなくて増やしたほうがいいのではないかという声も出てくれば増やした

らいいのかという話になるんだから。そういうことを言っているのではなくて、やは

りきちんとした理由づけがないと、11人になったらこういうことになって、こういう

デメリットもあるとか、こういうメリットがあるとか、きちんとそういうことを議論

した中でやっていかないと。こんなこと、上辺だけの話だといつまで経っても、これ

話がつかないし、これ全員協議会の中で諮れるような内容の問題でもないだろうし。

この話を町民にしても、お前たち何やっているのだという話になるし、それこそお前

達みたいな議員はいらないと言われてしまう。はっきり言って。だからやはりきちん

とした理論立てをした理由づけをきちんとした中で、町民にあとは納得してもらうよ

うな形のものを作らないと。こんな議論をいつまでしても終わらないと思うし、だか

ら私が言っているのは先程現状維持がいいというのが多いんだから、やはり先に議員

報酬をきちんと議論すべきではないかと。今、議員定数をうだうだ言っても、これは

決まらないんだから、まずは全員が望んでいる増額の部分を今後どう進めていくのか

ということを議論していかないと。いつまでたってもこれは進まないと思う。はっき

り言って。だから、委員長その辺をきちんと仕切りし直しして進めて欲しいと思う。 
 
委員長：まず、メリット・デメリットというお話もあったが、それらについてきちんと考えて

いかなければならないというところと、あとは、意向調査をヒアリングした中で、削

減が６で、現状維持が７ということであるけども、意見に幅のある方もいらっしゃる

し、削減幅についても１名から２名という形になっていたりだとか。非常にどちらか

が圧倒的に多いとか少ないとかではなくて、かなり拮抗している状態ということにな

っているので。これを結論を出していくまでにはいろいろまだ時間をかけて議論して

く必要があるのかなと思う。今後の検討の進め方というのもあるが、今メリットとデ

メリットについてそれぞれ、しっかりと調べていく必要があるということを言われて

いたので、そして町民への説明というものも、これをしていく中で必要になってくる

部分もあるので、そこら辺について、どう進めていくかという部分もあるがとりあえ

ず今日は、皆さんからこんな意見が出たというところで、それをもってどのように皆

さんのほうでそれを受けて考えるかというところをやりたかったが。今後の進め方に

ついてであるけれども、まず報酬を検討して、その上で定数が壁になっていればそれ

を考えていくという形にするか、それぞれ全く別個に進めていくのか。それと報酬に

ついては、先ほども触れたけども、21万円のところまで戻す部分というのを上げると

いうことに、現状から見ればなるが、、そこをまずするのか、そこをベースにして上

げるとすればその上というふうにするかどうか。この辺についても皆さんからご意見

いただきたいと思うが。 
 

川上委員：ここで話して埒が明かないので、委員長のほうで進め方について検討してください。 

 



委員長：進め方についても皆さんから伺う。いかがか。 
 

田村委員：議員報酬は、今委員長が言われた通り、上げるというところではなくて、一旦元に

戻すというところをまずベースにして元に戻す。そして元に戻したときに、そこから

と出動日数とかそういうのもこうじゃないかと考えながら、進んでいければいいなと

思うので。まずは増やすという考えではなくて、戻すというところからまず議員報酬

はスタートしていいと思う。 

 

川上委員：私も田村委員の考え方には賛成だと思う。これ十勝標準方式でやるとなったら、こ

れ相当な期間とエネルギーが必要になってくると思う。はっきり言って。これはちょ

っとやそっとの時間ではできないと思う。事務局にもかなり負担もかけるし、そうい

う部分では、それをベースにもちろん検討の材料にはあるけども元の報酬の部分を考

えて、それに合わせて当時からどれぐらい人勧だとかの部分で上がっているだとか、

そういう比較検討しながら進めたほうが合理的かなと町民にも説明できるのではない

かなと私は思う。 
 
委員長：確認したいのは、元に戻すというのは削減される前の額に更に実質賃金的な物価高騰

分も加味するという意味であるか。 
 

只野委員：その額になると私が最初に訴えていた金額に近いのかなとは思うので、私としては

最初の自分の意見に近いのであるから異論はないが。会議の進め方としては、そこを

ベースにして話すということ。そこをベースにして話すのが良いと思う。 
 
委員長：報酬については、平成 14年・平成 15年のところまでは戻す部分というのは、上げる

といううちには入らないという考え方の中で進めていくということを確認できたと思

う。そこから上の部分ということと、それから議員定数については、さらに考えてい

かなければならないのかなとは思うが。休憩する。 

 

【休憩 １１：４７】 

【再開 １１：４９】 
 

委員長：再開する。それで芽室町議会が同じように定数報酬について検討している中で、研修

会を行うと。７月 25 日の午後からについては、芽室町議会ということではなくて、管

内の町村にもご案内いただいたので、それに参加して勉強していただきたいというこ

とで、メールも各議員全員に出しているので、それらを踏まえて、或いはまた独自に

勉強会するとかという部分も含めて、今後それらについて議論できるような研修して

参りたいと思うが。それは、何か皆さんのほうからも更に何かあれば伺いたいと思う。

特に何かいいものがあるよということはないか 
 

事務局長：今の皆さんのお話聞いた中では報酬の部分で積み上げ、例えば昨年度ぐらいの活動

状況の積み上げと、あと当時 20年前の数字がそのままというわけにはいかないと思う

のでそこからここ数年はかなり人件費、物価が上がっているのでその辺を加味した部

分とか、あと、先程田村委員が言われていたように見えない部分とかをどのぐらいな

のかなという部分も含めて、宇都宮次長は前回十勝標準で数字出したときにいたので、

やり方はわかっていると思うので、とりあえずそれを進めていきたいと思う。それが

皆さんにお示しできそうになった段階で、その部分についてはまた出せるかなと思う

が、あとは、委員長、副委員長と、その他の話については、今日深沼委員もいらっし

ゃらないところもあると思うので、またご相談して、次のことを決めたらどうかと思

う。 
 



委員長：事務局にお願いするのもあれであるが、積み上げ方式の方を出していただきたいのと。

ただ、そこで出された数字と言っても目安にはなるのかもしれないが、議員の報酬と

いうのは給与とは違うので、それも踏まえた中で検討していきたいと思う。次回につ

いては、またいろいろ準備整った段階でご連絡させていただきたいと思うが、本日は

意向調査で皆さんから書いてもらったものと、その個別のヒアリングの結果について、

共有させていただいたが、皆さんのほうから何か今の時点でご提案あれば伺いたいと。 
 

川上委員：委員の問題ではないが、今回の議案だとか次回もそうだけども、もし資料ができた

のであれば事前に配付をお願いしたい。 
 

委員長：議論がスムーズにできるように進めて参りたいと思う。現時点では、細かい中身の話

をしても、行ったり来たりなると思うので、本日も時間も経過したので、この程度に

収めたいと思うが、よろしいか。 

 

（「はい」との声あり） 

 

委員長：では次回についてはまたご連絡させていただく。それから本日の個別の資料について

は丸秘にはしないが、一般に広げるものではないので、取り扱いについては注意して

いただきたいと思う。 
それでは本日の会議はこれで閉じさせていただく。 

 

 

【閉会 １１：５４】 

 


